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最近、耳にすることが多くなった「マイナンバー（個人番号）」。聞
いたことはあるけれど、どんな番号でどのように利用するのかよく
分からないといった方が多いのではないでしょうか。
マイナンバーとは、新たに始まる社会保障・税番号制度により、
外国人を含む住民票のある全ての方1人が1つ持つことになる12
桁の番号のことです。そして、この番号を活用することにより、行
政の効率化や国民生活の利便性の向上などが見込まれます。
ここでは、いよいよ今年の10月からスタートするマイナンバー
についてお知らせします。｢社会保障・税番号制度｣が始まります 

1人に1つのマイナンバー
平成27年10月スタート

マ
イ
ナ
ン
バ
ー（
個
人
番
号
）は
、

住
民
票
を
有
す
る
全
て
の
方
に
1
人

1
つ
の
番
号
を
付
し
て
、社
会
保
障
、

税
、
災
害
対
策
の
分
野
で
効
率
的
に

情
報
を
管
理
し
、
複
数
の
機
関
に
存

在
す
る
個
人
の
情
報
が
同
一
人
の
情

報
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
に

活
用
さ
れ
る
も
の
で
す
。

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
は
行
政
を
効
率
化

し
、
国
民
の
利
便
性
を
高
め
、
公
平

か
つ
公
正
な
社
会
を
実
現
す
る
社
会

基
盤
で
す
。
そ
し
て
、
期
待
さ
れ
る

効
果
と
し
て
は
、
大
き
く
分
け
て
次

の
3
つ
の
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。

①
公
平
・
公
正
な
社
会
の
実
現

所
得
や
他
の
行
政
サ
ー
ビ
ス
の
受

給
状
況
を
把
握
し
や
す
く
な
る
た

め
、
負
担
を
不
当
に
免
れ
る
こ
と
や

給
付
を
不
正
に
受
け
る
こ
と
を
防
止

す
る
と
と
も
に
、
本
当
に
困
っ
て
い

る
方
に
き
め
細
や
か
な
支
援
を
行
え

る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

②
国
民
の
利
便
性
の
向
上

添
付
書
類
の
削
減
な
ど
、
行
政
手

続
き
が
簡
素
化
さ
れ
、
国
民
の
負
担

が
軽
減
さ
れ
ま
す
。
ま
た
、
行
政
機

関
が
持
っ
て
い
る
自
分
の
情
報
を
確

認
し
た
り
、
行
政
機
関
か
ら
さ
ま
ざ

ま
な
サ
ー
ビ
ス
の
お
知
ら
せ
を
受
け

取
っ
た
り
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

③
行
政
の
効
率
化

行
政
機
関
や
地
方
公
共
団
体
な

ど
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
情
報
の
照
合
、

転
記
、
入
力
な
ど
に
要
し
て
い
る
時

間
や
労
力
が
大
幅
に
削
減
さ
れ
ま

す
。
複
数
の
業
務
の
間
で
の
連
携
が

進
み
、
作
業
の
重
複
な
ど
の
無
駄
が

削
減
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

 

平
成
27
年
10
月
か
ら
、
住
民
票
を

有
す
る
国
民
の
皆
さ
ん
一
人
ひ
と

り
に
12
桁
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
が
通

知
さ
れ
ま
す
。
ま
た
、
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
は
中
長
期
在
留
者
や
特
別
永

住
者
な
ど
の
外
国
人
の
方
に
も
通

知
さ
れ
ま
す
。

通
知
は
、
市
役
所
か
ら
、
原
則
と

し
て
住
民
票
に
登
録
さ
れ
て
い
る

住
所
宛
て
に
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
が
記

載
さ
れ
た
「
通
知
カ
ー
ド
」
を
送
る

こ
と
に
よ
っ
て
行
わ
れ
ま
す
。
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
は
一
生
使
う
も
の
で
す
。

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
が
漏
え
い
し
て
、
不

正
に
使
わ
れ
る
恐
れ
が
あ
る
場
合

を
除
い
て
、
番
号
は
一
生
変
更
さ
れ

ま
せ
ん
の
で
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
は
ぜ

ひ
大
切
に
し
て
く
だ
さ
い
。

平
成
28
年
1
月
か
ら
、
社
会
保

障
、
税
、
災
害
対
策
の
行
政
手
続
き

に
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
が
必
要
に
な
り

ま
す
。
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
は
社
会
保

障
、
税
、
災
害
対
策
の
中
で
も
、
法

律
や
市
の
条
例
で
定
め
ら
れ
た
行

政
手
続
き
で
し
か
使
用
す
る
こ
と

は
で
き
ま
せ
ん
。
な
お
、
行
政
機
関

な
ど
で
の
情
報
連
携
は
平
成
29
年

1
月
か
ら
順
次
開
始
さ
れ
ま
す
。

①
国
や
地
方
公
共
団
体

国
の
行
政
機
関
や
地
方
公
共
団

体
な
ど
に
お
い
て
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

は
、
社
会
保
障
、
税
、
災
害
対
策
の

分
野
で
利
用
さ
れ
る
こ
と
と
な
り

ま
す
。
こ
の
た
め
、
国
民
の
皆
さ
ん

に
は
、
年
金
・
雇
用
保
険
・
医
療
保

険
の
手
続
き
、
生
活
保
護
・
児
童
手

当
そ
の
他
福
祉
の
給
付
、
確
定
申
告

な
ど
の
税
の
手
続
き
な
ど
で
、
申
請

書
な
ど
に
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
記
載

を
求
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。

ま
た
、
税
や
社
会
保
険
の
手
続
き

に
お
い
て
は
、
事
業
主
や
証
券
会

社
、
保
険
会
社
な
ど
が
個
人
に
代

わ
っ
て
手
続
き
を
行
う
こ
と
と
さ

れ
て
い
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。
こ
の

た
め
、
勤
務
先
や
証
券
会
社
、
保
険

会
社
な
ど
の
金
融
機
関
に
も
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
の
提
出
を
求
め
ら
れ
る

場
合
が
あ
り
ま
す
。

②
民
間
企
業

民
間
企
業
は
、
従
業
員
の
健
康
保

険
や
厚
生
年
金
の
加
入
手
続
き
を

行
っ
た
り
、
従
業
員
の
給
料
か
ら
源

泉
徴
収
し
て
税
金
を
納
め
た
り
し

て
い
ま
す
。
ま
た
、
証
券
会
社
や
保

険
会
社
な
ど
の
金
融
機
関
で
も
、
利

金
・
配
当
金
・
保
険
金
な
ど
の
税
務

処
理
を
行
っ
て
い
ま
す
。
平
成
28
年

1
月
以
降
は
、
こ
れ
ら
の
手
続
き
を

行
う
た
め
に
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
が
必

要
と
な
り
ま
す
。
そ
の
た
め
、
企
業

や
団
体
に
勤
め
て
い
る
方
や
金
融

機
関
と
取
引
が
あ
る
方
は
、
勤
務
先

や
金
融
機
関
に
本
人
や
家
族
の
マ

イ
ナ
ン
バ
ー
を
提
示
す
る
必
要
が

あ
り
ま
す
。

ま
た
、
民
間
企
業
が
外
部
の
方
に

講
演
や
原
稿
の
執
筆
を
依
頼
し
、
報

酬
を
支
払
う
場
合
、
報
酬
か
ら
税
金

の
源
泉
徴
収
を
し
な
け
れ
ば
い
け
ま

せ
ん
。
そ
の
た
め
、
こ
う
し
た
外
部

の
方
か
ら
も
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
提
供

し
て
も
ら
う
必
要
が
あ
り
ま
す
。

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
導
入
の

目
的

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
使
え
る

時
期
、
分
野

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
利
用

で
き
る
機
関
な
ど

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
通
知

マイナンバーは、社会保障、税、災害対策
の手続きのために、国や地方公共団体、勤務
先、金融機関、年金・医療保険者などに提供
するものです。こうした法律で定められた目
的以外にむやみに他人にマイナンバーを提供
することはできません。他人のマイナンバー
を不正に入手したり、他人のマイナンバーを
取り扱っている人が、
マイナンバーや個人の
秘密が記録された個人
情報ファイルを他人に
不当に提供したりする
と、処罰の対象になり
ます。

マイナンバー
の目的外利用絶対

ＮＧ
!

マイナンバー制度マ
スコットキャラク
ター「マイナちゃん」

マイナンバーは、行政を効率化し、
国民の利便性を高め、公平・公正な
社会を実現する社会基盤です。

毎年6月の児童手当の現況届の際に市区町村に
マイナンバーを提示します。

厚生年金の裁定請求の際に年金事務所にマイナ
ンバーを提示します。

勤務先にマイナンバーを提示し、源泉徴収票な
どに記載します。

マイナンバーは次のような場面で使います

公平・公正な
社会の実現

行政の
効率化

国民の利便
性の向上

証券会社や保険会社などにマイナンバーを提示
し、法定調書などに記載します。

市区町村

金融機関
勤務先

年金事務所
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